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速報

新し い労使紛争のための法案が可決さ れま し た

２ ０ ０ ７ 年１ ２ 月２ ９ 日, 全国人民代表大会常務委員会は、 ２ ０ ０ ８ 年５ 月

１ 日に施行さ れる 「 中華人民共和国労使紛争のための調停と 裁定に関する 法

律」 を可決し ま し た。 新し い法律の要点は以下です：

• 労使裁定に申し 立てを提出する ための時効が、 当事者が自己の権利

が侵害さ れている と わかる 、 も し く はわかる べき である 日から 一年

になり まし た。

• 以下の内容の案件に関する 裁定結果は終結的であり 、 特定の特殊な

状況に合致し ない限り 雇用主が異議を唱える こ と ができ ま せん：

（ １ ） その地域の法定最低賃金１ ２ ヶ 月分の金額を越えない未払い

給与の請求、 労働災害の医療費、 退職手当、 給与； そし て（ ２ ） 就

業時間、 休憩と 終了時間、 社会保険に関する 労働基準法が守ら れる

こ と の要求。

• 労使裁定への申し 立ては無料です。

• 労使契約が履行さ れている 場所、 も し く は雇用主のいる 場所の労使

裁定委員会が全ての労使紛争の管轄権を持ちま す。 申し 立てが両方

の場所で行われた場合は、 労使契約が履行さ れている 場所の労使裁

定委員会が管轄権を持ちま す。

• 調停は今のと こ ろ必須ではあり ま せん。
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Baker & McKenzie is ranked the No. 1 Global Labour and Employee Benefits 
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ベ ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー 外国法事務弁護士事務

所 東京青山・ 青木・ 狛法律事務所 （ 外国法共同

事業） は、 各国に 所在する オ フ ィ ス を メ ン バ ー

フ ァ ー ム と する ス イ ス 法上の 組織体で あ る ベ ー

カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の メ ン

バ ー フ ァ ー ム で す 。 専門的知識に 基づ く サ ー ビ

ス を 提供する 組織体に お い て 共通し て 使用さ れ

て い る 用語例に 従い 、 「 パ ー ト ナ ー 」 と は、 法

律事務所に お け る パ ー ト ナ ー で あ る 者ま た はこ

れと 同等の 者を 指し ま す。 同じ く 、 「 オ フ ィ

ス 」 と は、 か か る い ず れか の 法律事務所の オ フ

ィ ス を 指し ま す。
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